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○公立鳥取環境大学における公的研究費等の取扱いに関する規程 

平成２８年４月１日 

公立鳥取環境大学規程第３２号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立鳥取環境大学（以下「本学」という。）における公的研究費の取扱い

に関し必要な事項を定め、不正使用を防止し、その適正な管理を図るとともに、適正かつ円滑

な運営に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「公的研究費」とは、運営費交付金、奨学寄付金、補助金、委託費等

を財源として本学が扱うすべての経費をいう。 

２ この規程において「職員等」とは、研究活動に従事する本学の教職員、学生、その他本学の

施設設備を利用する全ての者をいう。 

３ この規程において「配分機関等」とは、競争的資金等の公募型の研究資金等の配分をする機

関をいう。 

４ この規程において「部局等」とは、本学の事務局、環境学部、経営学部、研究科、人間形成

教育センター、サステイナビリティ研究所、地域イノベーション研究センターをいい、「部局

長等」とは、それぞれの長をいう。 

５ この規程において「コンプライアンス教育」とは、不正を事前に防止するために、本学が教

職員その他本学の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての者（以下「職員等」という。）に

対し、自身が取り扱う競争的資金等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が

不正使用に当たるのかなどを理解させるために実施する教育をいう。 

（職員等の責務） 

第３条 職員等は、この規程及び公立大学法人公立鳥取環境大学会計規則（平成２４年４月１日

鳥取環境大学規程第５５号）、その他関係法令及び交付金等の使用ルール（以下「会計規則等」

という。）を遵守し、研究費を適正に使用しなければならない。 

２ 研究費の管理及び運営に係る経理に携わる職員等は、会計規則等を遵守し適切に事務処理を

行わなければならない。 

３ 職員等は、コンプライアンス推進責任者の指示に従うとともに、コンプライアンス教育を受

講し、誓約書（別紙第１号様式）をコンプライアンス推進責任者の求めに応じ提出しなければ

ならない。 

４ 職員等は、調査への協力要請があった場合は、これに協力しなければならない。 

（最高管理責任者） 

第４条 本学に、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を

置き、学長をもってあてる。 

２ 最高管理責任者は、不正使用防止策の基本方針（以下「基本方針」という。）を策定及び周

知するとともに、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が公的研究費の適切な運営

及び管理を行えるよう必要な措置を講じなければならない。 

（統括管理責任者） 

第５条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を総括

する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、副理事長をもってあてる。 

２ 統括管理責任者は、研究費の不正使用を発生させる要因（以下「不正発生要因」という。）

を把握し、不正使用防止対策の組織横断的な体制を総括する責任者として、基本方針に基づき、

毎事業年度ごとに不正使用防止計画を策定し、これを実施するものとする。 
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（コンプライアンス推進責任者） 

第６条 部局等（事務局を含む。）における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と

権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、当該部局等の長をもってあてる。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行わ

なければならない。 

(１) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するととも

に、実施状況について、報告書（別紙様式２号）で定期的に統括管理責任者へ報告する。 

(２) 不正使用の防止を図るため、研究者等に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状

況を管理監督する。 

(３) 研究者等が適切に公的研究費の管理、執行等を行っているのか等をモニタリングし、必

要に応じて改善を指導する。 

３ コンプライアンス推進責任者は、必要に応じてコンプライアンス推進副責任者（以下「副責

任者」という。）を任命することができる。 

（職名の公開） 

第７条 前３条の責任者（以下「各責任者」という。）を置いたとき、又はこれを変更したとき

は、その職名を公開するものとする。 

（不正使用防止計画推進部署） 

第８条 本学の公的研究費等を適正に運営及び管理するため、本学に不正使用防止計画推進委員

会（以下「不正使用防止委員会」という。）を置く。 

２ 不正使用防止委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(１) 統括管理責任者 

(２) 副学長（研究担当） 

(３) 学部長 

(４) 人間形成教育センター長 

(５) 事務局長 

(６) その他学長が必要と認めた者 

３ 前項の各号に掲げる委員のうち、第７号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 不正使用防止委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもってあてる。 

５ 委員長は不正使用防止委員会の会議を招集し、その議長となる。 

６ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

７ 不正使用防止委員会は、委員の２分の１以上の出席により成立する。 

８ 不正使用防止委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

９ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明及び意見を

聴くことができる。 

１０ 不正使用防止委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(１) 公的研究費等の不正発生要因の把握、検証及び改善策に関すること。 

(２) 公的研究費等の不正防止計画の策定及び実施に関すること。 

(３) コンプライアンス教育の実施に関すること。 

(４) 第１１条に規定する相談窓口に寄せられた情報の管理及び分析に関すること。 

(５) その他研究活動の不正行為防止に関すること。 

１１ 委員長は、前項に規定する審議事項の審議結果を学長に報告するものとする。 

（使用ルール等の理解度の確認） 
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第９条 不正使用防止対策委員会は、不正使用を防止する観点から、研究者等に対し公的研究費

の使用ルール等に関する理解度の調査を実施し、その結果について問題があると認められる場

合は、必要な措置を講ずるものとする。 

（不正使用防止に向けた措置） 

第１０条 不正使用防止対策委員会は、不正使用の防止に向けた取組みの状況を本学ホームペー

ジ等で公表するとともに、その施策を確実かつ継続的に推進するものとする。 

（相談窓口） 

第１１条 公的研究費に係る事務処理手続き及び使用ルール等に関する学内外からの相談に迅速

かつ適切に対応するため、相談を受け付けるための窓口（以下「相談窓口」という。）を置く。 

２ 相談窓口は、本学の研究費の不正使用に関する通報及び情報提供に関する事前又は事後の相

談を受け付けることができる。 

３ 相談窓口は、不正使用防止委員会に置く。 

（行動規範） 

第１２条 不正使用を防止するため、本学の研究者等の行動規範を策定する。 

（公的研究費の執行状況の確認等） 

第１３条 コンプライアンス推進責任者及び副責任者（以下「コンプライアンス推進責任者等」

という。）は、財務会計システム等により随時公的研究費の執行状況を確認し、著しく執行が

遅れていると認められる場合は、研究者等に対して、当該理由を確認の上、必要に応じて改善

を指導しなければならない。 

２ 執行の遅れが研究計画の遂行上問題があると判断された場合は、コンプライアンス推進責任

者等は、繰越制度の活用、資金交付元への返還等を含めた改善策を研究者等に遅滞なく示すも

のとする。 

（発注段階での財源の特定） 

第１４条 研究者等は、公的研究費の執行状況を的確に把握するため、発注段階において支出財

源を特定して発注するものとする。 

（取引業者との癒着防止） 

第１５条 発注又は契約する際は、会計規程等の定めにより行うこととし、発注又は契約を研究

者等に委任する場合においても、コンプライアンス推進責任者等は、研究者等と取引業者との

癒着を防止するため、必要に応じて癒着防止のための措置を講ずるものとする。 

（不正な取引を行った業者の処分） 

第１６条 不正な取引に関与した業者については、取引停止等の措置を講ずるものとする。 

（通報窓口） 

第１７条 不正使用等（その疑いがあるものを含む。次条において同じ。）に関する通報及び情

報提供を受け付けるための窓口（以下「通報窓口」という。）を原則として相談窓口とは別に

設置するものとする。 

２ 通報窓口は、事務局総務課に置く。 

３ 通報窓口は、不正に係る内容等の通報を受けたときは、不正使用が存在する根拠を確認し、

直ちに最高管理責任者に報告するものとする。 

４ 通報窓口は、顕名による通報を受け付けた場合には、原則として通報に基づき実施する措置

の内容を通報者に通知するものとする。 

（予備調査） 

第１８条 最高管理責任者は、前条第３項の報告を受けたときは、公的研究費等の不正使用の存

在の可能性を判定するため、速やかに予備調査の実施を統括管理責任者に命じるものとする。 
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２ 統括管理責任者は、前項の予備調査を実施するため、不正を行ったとされる者（以下「調査

対象者」という。）の所属する部局の長を委員長とする予備調査委員会を設置する。ただし、

最高管理責任者が特に必要と認めた場合は、最高管理責任者が指名する理事又は副学長を委員

長とすることができる。 

３ 予備調査にあたっては、必要に応じて次の各号に掲げる事項を行うことができる。 

(１) 通報者及び調査対象者等からの聴取 

(２) 公的研究費等の不正使用に関する資料等の調査 

(３) その他調査に必要な事項 

４ 調査対象者等全ての関係者は、当該調査にあたっては、誠実に協力しなければならない。 

５ 予備調査委員会は、調査の結果を統括管理責任者を通じて最高管理責任者に報告するものと

する。 

６ 最高管理責任者は、前項の報告に基づき、通報を受け付けた日から起算して３０日以内に通

報の内容の合理性を確認の上、本調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関

に報告するものとする。 

７ 最高管理責任者は、本調査を実施することとなった場合はその旨を通報者及び調査対象者に、

本調査を実施しないこととなった場合は理由を付して通報者に通知するものとする。なお、通

報者に対しては、通報窓口を通じて行うものとする。 

（調査委員会） 

第１９条 最高管理責任者は、前条第６項において本調査の実施を決定したときは、統括管理責

任者を委員長とする公的研究費等の不正使用に係る調査委員会（以下「調査委員会」という。）

を設置し、速やかに調査を実施するものとする。ただし、最高管理責任者が特に必要と認めた

場合は、統括管理責任者に代えて、最高管理責任者が指名する者を委員長とすることができる。 

２ 調査委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(１) 通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない教員 若干名 

(２) 本学、通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない学外の弁護士又は公認会計士 

若干名 

(３) その他委員長が必要と認めた者 若干名 

３ 調査委員会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使

用の相当額等について調査するものとする。 

４ 調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告又は協議するも

のとする。 

（調査中における一時的な措置） 

第２０条 最高管理責任者は、本調査の実施決定後、調査委員会の調査結果の報告を受けるまで

の間、調査対象者に係る研究費の使用及び支払いを停止することができる。 

（審理及び認定） 

第２１条 調査委員会は、第１９条第３項の事項について審理及び認定を行う。 

２ 調査委員会は、前項の認定を行ったときは、直ちに、その内容を最高管理責任者に報告しな

ければならない。 

３ 最高管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに文書によりその内容を通報者及び

調査対象者に通知しなければならない。なお、通報者に対しては通報窓口を通じて通知するも

のとする。 

（不服申立て） 

第２２条 通報者又は調査対象者は、前条の認定に対して不服があるときは、通知の日の翌日か
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ら起算して１４日以内に最高管理責任者に不服申立てをすることができる。 

（再審理） 

第２３条 最高管理責任者は、前条による不服申立てを受理したときは、調査委員会に対し速や

かに再審理を命じるとともに、通報者から不服申立てがあった場合は、調査対象者へ、調査対

象者から不服申立てがあった場合は、通報者に通知する。なお、通報者に対しては、通報窓口

を通じて通知するものとする。 

２ 最高管理責任者は、前項の不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送り

を主な目的とすると調査委員会が判断するときは、以後の不服申立てを受け付けないことがで

きる。 

３ 調査委員会は、第１項により再審理を命ぜられたときは、再調査、審理及び認定を行わなけ

ればならない。この場合において、第１９条第３項、同条第４項、第２０条及び第２１条の規

定を準用する。 

４ 通報者及び調査対象者は、前項の認定の結果に対して不服を申し立てることはできない。 

（処分等の措置） 

第２４条 最高管理責任者は、公的研究費等の不正使用が存在したことが調査委員会において認

定された場合は、速やかに本学の規則等に従い適切な処分等の措置をとるとともに、調査結果

を公表するものとする。 

２ 前項の公表においては、少なくとも不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、本学が公

表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表するものと

する。ただし、最高管理責任者が、不正に関与した者の氏名・所属等について公表しない合理

的な理由があると認めた場合は、これを非公表とすることができる。 

３ 最高管理責任者は、不正使用の内容が私的流用である等、悪質性が高い場合は、必要に応じ

て法的措置を講ずるものとする。 

４ 最高管理責任者は、公的研究費等の不正使用が存在しなかったことが調査委員会において認

定された場合は、調査対象者の研究活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置をとらな

ければならない。 

（通報者及び調査協力者の保護） 

第２５条 最高管理責任者は、公的研究費等の不正使用に関する通報者及び調査協力者が通報又

は情報提供を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることがないよう、必

要な措置を講ずるとともに、通報者及び調査協力者の職場環境等の保全に努めなければならな

い。 

（通報の濫用禁止） 

第２６条 何人も、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的による通報を行って

はならない。最高管理責任者は、そのような通報を行った者に対し、本学の規則等に基づき、

必要な処分を行うことができる。 

（守秘義務） 

第２７条 この規程に基づき不正行為の調査等に携わった者は、その職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

（配分機関への通知等） 

第２８条 最高管理責任者は、第２１条第２項による報告に基づき、通報を受け付けた日から起

算して２１０日以内に、調査結果、不正使用の発生要因、不正使用に関与した者が関わる調査

対象制度以外の公的研究費等の管理・監査体制の状況、再発防止策等の必要事項を配分機関に

報告しなければならない。 
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２ 最高管理責任者は、調査が完了しない場合であっても、通報を受け付けた日から起算して２

１０日以内に、前項に準じて配分機関へ調査の中間報告をしなければならない。 

３ 最高管理責任者は、調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認された場合には

速やかに認定し、配分機関へ報告しなければならない。 

４ 前３項のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況を報告し、

又は中間報告を提出しなければならない。 

５ 最高管理責任者は、前各項による報告の結果、当該配分機関から不正使用に係る公的研究費

等の返還命令を受けたときは、調査対象者に当該額を返還させるものとする。 

６ 最高管理責任者は、配分機関から当該事案に係る資料の提出、閲覧及び現地調査について依

頼を受けた場合は、調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き、これに応じるものと

する。 

（内部監査） 

第２９条 公的研究費等の適正な管理のため、公正かつ的確な監査を実施するものとする。 

２ 監査に従事する職員は、不正使用防止委員会と連携し、不正発生要因に応じた次の各号に掲

げる監査を実施するものとする。 

(１) 公的研究費等に関する規程等の整備状況に関すること。 

(２) 公的研究費等の不正防止に関する環境及び体制の整備状況に関すること。 

(３) 公的研究費等の管理及び執行状況に関すること。 

(４) その他監査の実施に当たり必要な事項に関すること。 

３ 内部監査における監査に従事する職員、権限及び責任等については、公立鳥取環境大学研究

費の内部監査に係る細則（平成２４年鳥取環境大学規程第１１６号）によるものとする。 

４ 内部監査に関する事務は、総務課が行う。 

（事務） 

第３０条 本規程に関する事務は、総務課が行う。 

（雑則） 

第３１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規程第１７号） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規程第２４号） 

この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則（令和４年規程第１６号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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別紙様式第１号 

別紙様式第２号 

 


